
　市では、物価高騰等の影響を受けた市民・事業者の方への支援策として、下水道使用料のうち基本料金を最大で ４カ月間免除します。今回の
免除を受けるにあたっては、申請などの手続きは必要ありません。
l施設建設課下水道計画担当☎０４２・４７０・７７５８

　下水道使用料のうち基本料金（ １カ月当たり１０㎥まで）を免除します。
※ １カ月の基本料金（税込み）は、７５９円です。
※基本料金以外の使用料は減免になりませんのでご注意ください。

◆減免内容

　次のいずれかに該当する東久留米市下水道使用者（ただし、公共施
設等は除外）
①�５ 年１１月 １ 日時点で下水道を使用中の方
②�５ 年１１月 ２ 日〜 ６年 １月または ２月の検針月の定例日までに下水道
を使用開始された方

◆減免対象者

　東京都水道局が検針時に発行する「水道・下水道使用量等のお知ら
せ兼請求書」には、今回の減免額は表示されず、下水道の基本料金の
項目に ０円と表示されます（下図参照）。
　東京都水道局アプリでの表示も同様となります。

◆減免内容の確認方法

◆減免期間
　 ５年１１月検針分〜 ６年 ２月検針分。減免期間は、下表の通り奇数月
検針と偶数月検針の方で異なります。

表　減免の対象期間表　減免の対象期間
検針月検針月 ５年１０月５年１０月 １１月１１月 １２月１２月 ６年１月６年１月 ２月２月

奇数月が検針の方
●検針日 ●検針日

●減免期間（４カ月間）

偶数月が検針の方
●検針日 ●検針日

●減免期間（４カ月間）

　※�減免期間中途での使用中止や開始により、減免期間が３カ月以下となる場合があ
りますので、あらかじめご了承ください。

物価高騰等物価高騰等のの影響影響をを受けた市民受けた市民のの皆さん皆さんのの生活生活をを支援します支援します

東久留米市でお買い物！ キャッシュレスで最大２５％戻ってくるキャンペーン！

　市では、地域経済にかかるデジタル化を進めること、および物価高騰等により影響を受けている市民の負担を軽
減することを目的に、対象店舗でスマホ決済サービス「au�PAY（コード支払い）・d払い・PayPay・楽天ペイ」で決
済した場合に、支払額の最大２５％のポイントを還元するキャンペーンを実施します。
l市キャッシュレス決済ポイント還元キャンペーンコールセンター☎０１２０・３２１・５１７（土曜・日曜日、祝日を含む
午前１０時〜午後 ６時）

開催期間 １０月 １ 日㈰～１１月３０日㈭（ ２ カ月間）※予算額に達した場合、早期に終了する場合があります

付与率利用金額の最大２５％
１決済事業者あたりの付与上限▼ １決済あたりの付与上限＝１,０００円相当▼ １カ月あたりの付与上限＝５,０００円相当
　　　　　　　　　　　　　　※期間中の付与上限１０,０００円相当
対象キャッシュレス決済 ４ スマホ決済（以下の ２次元コードからスマートフォンにアプリをダウンロードできます）

対象店舗 ４ つのスマホ決済サービスのうち少なくとも １つ以上利用可能な市内中小店舗
　　　　（大企業、コンビニチェーン店などは対象外）

キャンペーンキャンペーンnn

対象店舗はこのポスターが目印です対象店舗はこのポスターが目印です

図　減免の確認方法

基本料金を最大で基本料金を最大で ４ カ月免除４ カ月免除しますします下水道使用料の減免

「
下
水
道
」の「
基
本
料
金
」が「
０
円
」に
な
っ
て

い
れ
ば
、
減
免
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

今号の主な内容
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・指定収集袋「容器包装プラスチック用」を無料配付します… 2面

・市内私立幼稚園・認定こども園～ ６年度に入園する園児を募集します～… 3 面

・ ６年度 ４月認可保育園などの「入園のしおり」配布… ４面

・第５2回市民文化祭…………………………………… 8面
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４
年
度
決
算
に
基
づ
く

市
の
財
政
健
全
化
判
断

比
率
な
ど
の
公
表

　「
地
方
公
共
団
体
の
財
政
の

健
全
化
に
関
す
る
法
律
」に
よ

り
公
表
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

る
財
政
健
全
化
判
断
比
率（
実

質
赤
字
比
率
、
連
結
実
質
赤
字

比
率
、
実
質
公
債
費
比
率
、
将

来
負
担
比
率
）お
よ
び
資
金
不

足
比
率
に
つ
い
て
４
年
度
決
算

に
基
づ
く
指
標
を
公
表
し
ま
す
。

◎
健
全
化
判
断
比
率

　
４
年
度
決
算
に
基
づ
く
算
定

結
果
は
、
実
質
赤
字
比
率
、
連

結
実
質
赤
字
比
率
お
よ
び
将
来

負
担
比
率
が「
−（
数
値
な
し
）」、

実
質
公
債
費
比
率
が
マ
イ
ナ
ス

０
・
１
㌫
と
な
り
、
い
ず
れ
も

早
期
健
全
化
基
準
を
下
回
る
結

果
と
な
っ
て
い
ま
す（
表
１
参

照
）。

（
１
）実
質
赤
字
比
率

　
実
質
赤
字
比
率
は
、
一
般
会

計
等
の
実
質
赤
字
額
の
標
準
財

政
規
模
に
対
す
る
割
合
を
示
し

て
い
ま
す
。
４
年
度
は
、
実
質

赤
字
額
が
な
い（
実
質
収
支
額

が
黒
字
で
あ
る
）た
め
、「
−（
数

値
な
し
）」と
な
っ
て
い
ま
す
。

（
２
）連
結
実
質
赤
字
比
率

　
連
結
実
質
赤
字
比
率
は
、
一

般
会
計
等
の
ほ
か
、
公
営
事
業

全
会
計
、
公
営
企
業
会
計
の
実

質
赤
字
額
の
合
計
の
標
準
財
政

規
模
に
対
す
る
割
合
を
示
し
て

い
ま
す
。
４
年
度
は
、
こ
の
合

計
額
が
赤
字
と
な
ら
な
い
た
め
、

「
−（
数
値
な
し
）」と
な
っ
て
い

ま
す
。

（
３
）実
質
公
債
費
比
率

　
実
質
公
債
費
比
率
は
、
地
方

債
元
利
償
還
金
、
公
債
費
に
準

ず
る
債
務
負
担
行
為
な
ど
、
実

質
的
な
債
務
す
べ
て
に
関
係
す

る
償
還
額
の
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
割
合（
過
去
３
カ
年
平

均
）を
示
し
て
い
ま
す
。

（
４
）将
来
負
担
比
率

　
将
来
負
担
比
率
は
、
一
般
会

計
等
が
将
来
負
担
す
べ
き
実
質

的
な
負
債
の
標
準
財
政
規
模
に

対
す
る
割
合
を
示
し
て
い
ま
す
。

４
年
度
は
、
将
来
負
担
額
よ
り

充
当
可
能
財
源
等
が
多
い
た
め
、

「
−（
数
値
な
し
）」と
な
っ
て
い

ま
す
。

◎
資
金
不
足
比
率

　
資
金
不
足
比
率
は
、
公
営
企

業
会
計
の
事
業
規
模
に
対
す
る

資
金
不
足
額
の
割
合
を
示
し
て

い
ま
す
。
東
久
留
米
市
で
は
、

下
水
道
事
業
会
計
が
対
象
と
な

っ
て
お
り
、
４
年
度
は
、
資
金

不
足
額
が
な
い
た
め
、「
−（
数

値
な
し
）」と
な
っ
て
い
ま
す

（
表
２
参
照
）。

◎
早
期
健
全
化
基
準
、
財
政
再

生
基
準
・
経
営
健
全
化
基
準

　
健
全
化
判
断
比
率
の
う
ち
、

一
つ
で
も
早
期
健
全
化
基
準
以

上
で
あ
る
場
合
に
は「
財
政
健

全
化
計
画
」を
議
会
の
議
決
を

経
て
策
定
し
、
公
表
の
上
、
都

知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

　
ま
た
、
財
政
再
生
基
準
以
上

で
あ
る
場
合
に
は「
財
政
再
生

計
画
」を
議
会
の
議
決
を
経
て

策
定
し
、
公
表
の
上
、
総
務
大

臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。「
財
政
再
生
計
画
」を
策

定
し
た
場
合
に
は
、
地
方
債
の

発
行
が
制
限
さ
れ
る
な
ど
、
市

の
財
政
運
営
に
国
の
関
与
を
受

け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
資
金
不
足
比
率
に
つ
い
て
も
、

そ
の
比
率
が
経
営
健
全
化
基
準

以
上
で
あ
る
場
合
に
は「
経
営

健
全
化
計
画
」を
議
会
の
議
決

を
経
て
策
定
し
、
公
表
の
上
、

都
知
事
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

l
財
政
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
０
６市

民
税
・
都
民
税 

公
的
年
金
か
ら
の
引
き

落
と
し
が
始
ま
る
方
へ

　
対
象
の
方
は
１０
月
よ
り
、
５

年
度
市
民
税
・
都
民
税
の
公
的

年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し（
特

別
徴
収
）が
始
ま
り
ま
す
。

e
原
則
、
次
の
す
べ
て
を
満
た

す
方

①
５
年
４
月
１
日
時
点
で
６５
歳

以
上
の
方
②
５
年
度
市
民
税
・

都
民
税
額
の
う
ち
、
前
年
中
の

年
金
所
得
に
係
る
税
額
が
あ
る

方
③
今
年
度
新
た
に
公
的
年
金

か
ら
の
特
別
徴
収
の
対
象
と
な

っ
た
方（
前
年
度
か
ら
継
続
の

方
は
、
４
月
よ
り
既
に
引
き
落

と
し
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
）

　
※
対
象
の
方
に
は
、
５
年
度

税
額
決
定
・
納
税
通
知
書
を
送

付
し
て
い
ま
す
。

l
課
税
課
市
民
税
係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７

７
７（
内
線

２
３
３
３
～

２
３
３
７
）

国
民
年
金
第
１
号
被
保

険
者
の
産
前
産
後
期
間

の
保
険
料
免
除
の
手
続

き
は
お
済
み
で
す
か

　
次
世
代
育
成
支
援
の
観
点

か
ら
、
国
民
年
金
第
１
号
被

保
険
者
が
出
産
し
た
際
に
、

出
産
前
後
の
一
定
期
間
の
国

民
年
金
保
険
料
が
免
除
さ
れ

ま
す
。
免
除
と
し
て
認
め
ら

れ
た
期
間
は
、
保
険
料
を
納

付
し
た
も
の
と
し
て
老
齢
基

礎
年
金
の
受
給
額
に
反
映
さ

れ
ま
す
。

免
除
期
間
出
産
予
定
日
ま
た
は

出
産
日
の
月
の
前
月
か
ら
４
カ

月
間（
多
胎
妊
娠
の
場
合
は
出

産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
の
月

の
３
カ
月
前
か
ら
６
カ
月
間
）

　
※
出
産
と
は
、妊
娠
８５
日（
４

カ
月
）以
降
の
出
産
を
い
い
ま

す（
早
産
・
死
産
・
流
産
お
よ

び
人
工
妊
娠
中
絶
を
含
む
）。

e
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者

で
出
産
日
が
平
成
３１
年
２
月
１

日
以
降
の
方

届
け
出
時
期
出
産
予
定
日
の
６

カ
月
前
か
ら

届
け
出
先
市
保
険
年
金
課（
市

役
所
１
階
）

h
基
礎
年
金
番
号
が
わ
か
る
も

の（
基
礎
年
金
番
号
通
知
書
な

ど
）ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
確

認
書
類（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
）、
手
続
き
す
る
方

の
本
人
確
認
書
類（
運
転
免

許
証
な
ど
）に
加
え
て
、
次

の
書
類
を
ご
用
意
く
だ
さ
い
。

▼
出
産
前
に
届
け
出
す
る
場

合
＝
母
子
健
康
手
帳
な
ど
出

産
予
定
日
が
わ
か
る
も
の

▼
出
産
後
に
届
け
出
す
る
場

合
＝
出
産
日
は
市
役
所
で
確

認
で
き
る
た
め
原
則
不
要
。

た
だ
し
、
被
保
険
者
と
子
が

別
世
帯
な
ど
、
親
子
関
係
が

不
明
な
と
き
は
、
出
生
証
明

書
な
ど
出
産
日
と
親
子
関
係

を
明
ら
か
に
す
る
書
類

l
武
蔵
野
年
金
事
務
所
☎
０

４
２
２
・
５
６
・
１
４
１
１

ま
た
は
市
保
険
年
金
課
☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
３
２

国
民
年
金

だ
よ
り

表１　４年度　健全化判断比率
※（　　）は前年度数値。単位％。

実質赤字
比率

連結実質
赤字比率

実質公債
費比率

将来負担
比率

東久留米市
比率

−
（−）

−
（−）

△０．１
（△０．１）

−
（−）

早期健全化
基準

１２．１4
（１２．１２）

１７．１4
（１７．１２）

２５．０
（２５．０）

３５０．０
（３５０．０）

財政再生
基準

２０．０
（２０．０）

３０．０
（３０．０）

３５．０
（３５．０）

表２　４年度　資金不足比率
※（　　）は前年度数値。単位％。

資金不足比率

東久留米市比率 −
（−）

経営健全化基準 ２０．０
（２０．０）

市n

l企画調整課☎０42・47０・77０2 　市では、家庭ごみの減量と分別を考えていただくきっかけ
として、指定収集袋「容器包装プラスチック用」（2０リットル
2０枚）」を市内全戸に配付します。また、ごみの分別が分かり
やすくなるよう指定収集袋のデザイン変更を来年度に予定し
ており、今回お配りするのは変更後のものです。
　１０月下旬から順次配付しますので、家庭ごみの減量と分別
への皆さんのご協力をお願いします。

「ときめき」第70号の表紙

lごみ対策課☎０42・47３・2１１7

新デザインの容器包装プラスチック用

　「東久留米市デジタル田園都市国家構想総合戦略」の
策定に向けて、その素案について市民の皆さんに説明
を行うとともに、意見を伺うため説明会を開催します。
森本英香氏（早稲田大学法学部教授・元環境事務次官）
による講演なども予定していますので、ぜひご参加く
ださい。
a１０月１4日㈯午前１０時～正午
b市役所 7階7０１会議室
f６０人（申し込み多数の場合は抽選し、ご参加いただ
けない方には、個別にご連絡します）
k１０月 ８ 日㈰までに（消印有効）、申し込みフォームま
たはm（kikakuchosei@city．higashikurume．lg．jp）、
郵送（〒2０３−８５５５、市役所企画調整課宛て）、o（０42
・47０・7８０4）のいずれかの方法で、市民説明会への参
加希望・住所（町名までで可）・氏名・電話番号・mア
ドレス（ある方のみ）を記入の
上、お申し込みください
　※�手話通訳希望者はその旨
を申し込み時に明記して
ください。 市n

申し込み
フォーム

指定収集袋「容器包装プラスチック用」を無料配付します指定収集袋「容器包装プラスチック用」を無料配付します「東久留米市デジタル田園都市国家
構想総合戦略」の策定に向けて
市民説明会を開催します

男女共同参画男女共同参画
情報誌情報誌

第70号を発行しました「ときめき」
主な内容▼ときめきインタビュー＝榎本義樹氏（やさいのおう
ち東久留米）▼特集＝「男らしさ」を考え直す～ジェンダー差別
は男性をもつらくする～▼東久留米市第 ４ 次男女平等推進プラ
ンを策定しました▼フィフティ・フィフティから＝専門相談案
内など
配布場所「ときめき」は、市nから最新号とバック
ナンバーをご覧になれる他、男女平等推進センタ
ー(市役所 2 階）、市内案内板(同 １ 階）、東久留米
駅の市情報BOXで最新号を配布しています
l生活文化課男女共同参画係☎０42・47０・77３８ 市n
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凡例  a日時  b場所  c内容  e対象  f定員  d講師  g費用  h持ち物  iご注意  jその他  k申し込み  l問い合わせ  nホームページ  m電子メール

市民生活



こ
ど
も

と
教
育

児
童
手
当
な
ど
を 

振
り
込
み
ま
す 

　
６
月
～
９
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
指
定
預
金
口
座
へ
振
り

込
み
ま
す
。

振
込
予
定
日
▼
児
童
手
当
＝
１０

月
１０
日
㈫
▼
児
童
育
成
手
当
＝

１０
月
１１
日
㈬
▼
ひ
と
り
親
家
庭

住
宅
手
当
＝
１０
月
１３
日
㈮

　
※
金
融
機
関
に
よ
っ
て
は
入

金
が
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す

の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く

だ
さ
い
。

l
児
童
青
少
年
課
助
成
支
援
係

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
３
６

学
校
一
斉
公
開
日

　
学
校
一
斉
公
開
日
は
、
市
の

教
育
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
と

し
て
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
を
は

じ
め
、
多
く
の
市
民
の
方
に
各

学
校
の
取
組
を
参
観
し
て
い
た

だ
く
日
で
す
。

公
開
日
１０
月
２１
日
㈯

公
開
時
間
・
内
容
下
表
参
照

i
公
開
時
間
は
予
定
で
す
の
で
、

各
学
校
か
ら
の
案
内
な
ど
を
ご

確
認
の
上
、
来
校
し
て
く
だ
さ

い
。

　
※
時
間
割
や
内
容
な
ど
の
詳

細
は
、
各
学
校
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

j
最
新
の
情
報
は
、
市
n
や
各

学
校
n
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、

来
校
の
際
は
ご
確
認
く
だ
さ
い

l
各
学
校
ま
た
は
指
導
室
指
導

係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
８
１
、

m（shido@
city.higashiku 

rum
e.lg.jp

）

高齢者・福祉こどもと教育

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト

・
セ
ン
タ
ー
の
ご
案
内

　
フ
ァ
ミ
リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・

セ
ン
タ
ー
は
、
こ
ど
も
を
持
つ

家
庭
の
支
援
事
業
と
し
て
厚
生

労
働
省
と
都
が
推
進
し
て
い
る

事
業
で
す
。
実
施
主
体
は
市
で
、

市
社
会
福
祉
協
議
会
が
委
託
を

受
け
て
運
営
し
、
子
育
て
の
手

助
け
を
し
て
ほ
し
い
方（
フ
ァ

ミ
リ
ー
会
員
）と
、
子
育
て
の

お
手
伝
い
を
し
た
い
方（
サ
ポ

ー
ト
会
員
）が
会
員
と
な
っ
て
、

地
域
で
助
け
合
う
組
織
で
す
。

　
幼
稚
園
行
事
な
ど
で
こ
ど
も

を
連
れ
て
い
け
な
い
時
、
買
い

物
や
外
出
時
に
預
け
た
い
時
、

残
業
な
ど
で
保
育
園
や
学
童
の

お
迎
え
が
間
に
合
わ
な
い
時
な

ど
に
地
域
の
協
力
者
が
お
手
伝

い
し
ま
す
。

利
用
料
金
▼
平
日
お
よ
び
土
曜

日
の
午
前
９
時
～
午
後
５
時
＝

１
時
間
当
た
り
７
０
０
円
▼
平

日
お
よ
び
土
曜
日
の
午
前
９
時

～
午
後
５
時
以
外
の
時
間
＝
１

時
間
当
た
り
９
０
０
円
▼
日
曜

日
、
祝
日
、
年
末
年
始
＝
１
時

間
当
た
り
９
０
０
円

　
※
前
日
ま
で
の
キ
ャ
ン
セ
ル

は
無
料
。
当
日
キ
ャ
ン
セ
ル
は

依
頼
し
た
時
間（
利
用
時
間
）の

半
額
に
な
り
ま
す
。

利
用
方
法
フ
ァ
ミ
リ
ー
会
員
・

サ
ポ
ー
ト
会
員
の
い
ず
れ
も
入

会
申
し
込
み（
会
員
登
録
）が
必

要
で
す
。
ま
ず
は
事
業
説
明
会

に
ご
参
加
く
だ
さ
い

サ
ポ
ー
ト
会
員
募
集
市
内
お
よ
び

近
隣
市
に
居
住
す
る
満
２０
歳
以

上
の
、
相
互
援
助
活
動
を
行
う

こ
と
が
で
き
る
方
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
入
会
後
、
講
習
会
の

受
講（
修
了
）に
よ
り
登
録
と
な

り
、
そ
の
後
活
動
を
紹
介
し
ま

すl
同
セ
ン
タ
ー
事
務
局
☎
０４２
・

４
７
５
・
３
２
９
４

５
年
度
東
京
都
子
育
て 

支
援
員
研
修（
第
３
期
） 

受
講
生
募
集

　
保
育
や
子
育
て
支
援
分
野
に

従
事
す
る
上
で
、
必
要
な
知
識

や
技
能
な
ど
を
有
す
る「
子
育

て
支
援
員
」の
養
成
研
修
で
す
。

募
集
コ
ー
ス
①
地
域
保
育
コ
ー

ス
②
地
域
子
育
て
支
援
コ
ー
ス

③
放
課
後
児
童
コ
ー
ス

a
１２
月
か
ら
順
次
研
修
開
始

b
新
宿
、
立
川
な
ど

　
※
地
域
保
育
コ
ー
ス
の
講
義

科
目
は
原
則
オ
ン
ラ
イ
ン
研
修
。

e
都
内
在
住
ま
た
は
在
勤
で
、

今
後
、
子
育
て
支
援
員
と
し
て

就
業
す
る
意
欲
の
あ
る
方

k
１０
月
２
日
㈪
～
１６
日
㈪
に
、

オ
ン
ラ
イ
ン
申
し
込
み（
各
申

し
込
み
先
の
n
か
ら
）ま
た
は

所
定
の
申
込
書（
市
区
町
村
窓

口
ま
た
は
n
か
ら
入
手
可
）を

郵
送（
簡
易
書
留
。
当
日
消
印

有
効
）で
申
し
込
み
を

申
し
込
み
先
▼
①
＝
都
福
祉
保

健
財
団
☎
０３
・
３
３
４
４
・
８

５
３
３
▼
②
・
③
＝
株
式
会
社

東
京
リ
ー
ガ
ル
マ
イ
ン
ド
☎
０３

・
５
９
１
３
・
６
２
２
５

　
※
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
や
日
程
な

ど
、
研
修
の
詳
細
は
、
募
集
要

項
ま
た
は
各
申
し
込
み
先
の
n

を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

l
都
福
祉
局
子
供
・
子
育
て
支

援
部
企
画
課
☎
０３
・
５
３
２
０

・
４
１
２
１

都福祉保健財団n
（地域保育

コース）

株式会社
東京リーガル
マインドn

都福祉局n

子
育
て
に
関
す
る 

利
用
者
支
援

　
市
で
は
、
子
育
て
中
の
方
や

妊
婦
の
方
が
、
主
に
保
育
に
関

す
る
施
設
や
地
域
の
子
育
て
支

援
事
業
の
中
か
ら
、
必
要
な
支

援
を
選
択
し
て
円
滑
に
利
用
で

き
る
よ
う
に
、
利
用
者
支
援
員

が
窓
口
な
ど
で
情
報
提
供
・
相

談
・
助
言
な
ど
を
行
う「
利
用

者
支
援
事
業
」を
実
施
し
て
い

ま
す
。

　
市
内
の
私
立
幼
稚
園
と
認

定
こ
ど
も
園
で
は
、
６
年
度

に
入
園
す
る
園
児
を
左
表
の

通
り
募
集
し
ま
す
。

　
応
募
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、

直
接
各
園
へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

市
内
私
立
幼
稚
園
・
認
定
こ
ど
も
園

～
６
年
度
に
入
園
す
る
園
児
を
募
集
し
ま
す
～

表　私立幼稚園と認定こども園の募集概要

幼稚園名
（所在地、電話番号）

募集人員
開所時間 願書の

配付開始日 受付開始日
満３歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児

認定こども園
神山幼稚園

（神宝町１−１７−１２、☎０４２・４７１・２５４９）

１号児 ３ ２８ 若干名 − 午前７時５０分～
午後７時

１０月１６日㈪

１１月１日㈬

２号児 − ３０ 若干名 −

落合幼稚園
（新川町１−１３−１９、☎０４２・４７１・２６３９） − １２０ 若干名 若干名 午前７時半～

午後６時半

久留米神明幼稚園
（中央町２−９−３０、☎０４２・４７１・２７２６） − ９０ 応相談 応相談 午前８時～

午後６時 １０月１５日㈰

認定こども園東久留米こども園
前沢幼稚園

（前沢２−２−２、☎０４２・４７１・４１５５）

１号児 ２０ ５３ 若干名 − 午前７時半～
午後６時半

１０月１６日㈪

２号児 − ３３ − −

豊島なでしこ幼稚園
（東本町８−１４、☎０４２・４７１・３７７２） − ３６ １０ − 午前８時～

午後６時

自由学園幼児生活団幼稚園
（学園町１−１１−１７、☎０４２・４２２・３１１８） − ３０ 若干名 若干名 午前８時～

午後６時

　
ま
た
、
利
用
者
支
援
員
が
保

育
施
設
へ
の
入
所
や
市
内
の
保

育
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
ご
案
内

す
る「
利
用
者
支
援
員
相
談
」を

行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご

利
用
く
だ
さ
い
。
利
用
に
あ
た

っ
て
は
事
前
に
相
談
日
時
を
ご

予
約
く
だ
さ
い
。

k
l
子
育
て
支
援
課
子
ど
も
政

策
担
当（
利
用
者
支
援
員
）☎
０４２

・
４
７
０
・
７
７
４
０
へ

市n

高
齢
者

・
福
祉

「
し
ご
と
フ
ェ
ア
」開
催

　
市
内
の
障
害
者（
児
）福
祉
施

設
が
、
職
員
を
募
集
す
る
合
同

就
職
相
談
会
で
す
。

　
会
場
内
に
設
け
ら
れ
た
各
事

業
所
の
ブ
ー
ス
を
自
由
に
行
き

来
し
、
担
当
者
と
直
接
話
を
す

る
こ
と
で
、
障
害
者
福
祉
施
設

で
の
仕
事
に
関
し
て
よ
り
深
く

知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

a
１０
月
２０
日
㈮
午
後
１
時
～
５

時b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル
・
屋
内

ひ
ろ
ば（
市
役
所
１
階
）

e
福
祉
の
仕
事
に
興
味
の
あ
る

求
職
中
の
方

j
映
像
の
放
映
や
作
業
所
で
制

作
し
た
作
品
な
ど
の
販
売
も
予

定l
障
害
福
祉
課
地
域
支
援
係
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
４
７

（
４
面
へ
続
く
）

表　各小学校の公開時間・内容
学校名・電話番号 公開時間・内容

第一小学校
☎０４２・４７１・００１４

午前８時４５分～１１時半
授業公開、セーフティ教室

（５・６年生）

第二小学校
☎０４２・４７１・０１３４

午前８時半～午後０時５分
授業公開、セーフティ教室

（３年生）、がん教育（６年
生）

第三小学校
☎０４２・４７１・０１０４

午前８時半～正午
三小まつり

第五小学校
☎０４２・４６１・５８４３

午前８時３５分～午後０時５
分
授業公開、キャリア教育（６
年生）

第六小学校
☎０４２・４７１・５３７０

午前９時２０分～１１時５５分
授業公開、情報モラルに関
する授業（３～６年生）

第七小学校
☎０４２・４７１・０１１４

午前８時半～正午
授業公開、東久留米音頭（２
・３年生）

第九小学校
☎０４２・４７１・７５４８

午前８時半～午後０時１５分
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）

第十小学校
☎０４２・４７３・９１９６

午前９時２５分～午後０時５
分
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）、がん教育（６
年生）

小山小学校
☎０４２・４７４・１６９１

午前９時２０分～１１時３５分
子どもまつり（全学級）

神宝小学校
☎０４２・４７４・４１０８

午前８時３５分～午後０時半
学習発表会（全学級）

南町小学校
☎０４２・４６１・２６６２

午前９時半～午後０時５分
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）

本村小学校
☎０４２・４７４・０４０４

午前８時４０分～正午
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）、東久留米音頭

（２・３年生）、がん教育（６
年生）

表　各中学校の公開時間・内容
学校名・電話番号 公開時間・内容

久留米中学校
☎０４２・４７１・００３０

午前９時２０分～午後２時
合唱コンクール（全学級）

東中学校
☎０４２・４７１・２７６５

午前８時半～午後３時２０分
文化祭（全学級）

西中学校
☎０４２・４７１・４４００

午前８時４５分～午後０時
３５分
授業公開、ロードレース大
会（全学級）

南中学校
☎０４２・４２１・９５７３

午前８時４５分～１１時３５分
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）

大門中学校
☎０４２・４７４・１７５３

午前８時４５分～正午
授業公開、セーフティ教室

（全学級）

下里中学校
☎０４２・４７３・７１１５

午前８時４５分～１１時４０分
授業公開、特別の教科　道
徳（全学級）、メンタルトレ
ーニング講座（３年生）

中央中学校
☎０４２・４７３・８８８１

午前９時～１１時４０分
合唱コンクール（全学級）
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（
３
面
か
ら
続
く
）

介
護
の
し
ご
と
入
門
研
修

　
介
護
に
つ
い
て
知
り
た
い
方
、

勉
強
し
た
い
方
、
働
き
た
い
方
、

全
７
回
の
研
修
で
介
護
の
仕
事

の
基
礎
を
学
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。

研
修
最
終
日
に
は
、
介
護
の
仕

事
や
働
き
方
に
つ
い
て
、
市
内

介
護
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
の
方
に

相
談
で
き
る「
お
し
ご
と
相
談

会
」を
開
催
し
ま
す
。

　
な
お
、
同
研
修
は
厚
生
労
働

省
が
定
め
る「
介
護
に
関
す
る

入
門
的
研
修
」に
位
置
づ
け
ら

れ
ま
す
。

◎
事
前
説
明
会

a
１０
月
２４
日
㈫
午
前
１０
時
～
１１

時
半

b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

j
説
明
会
に
参
加
で
き
な
く
て

も
、
研
修
に
申
し
込
む
こ
と
は

可
能
で
す

◎
研
修

a
全
７
回
。
１１
月
８
日
・
１５
日

・
２２
日
・
２９
日
・
１２
月
６
日
・

１３
日
・
２０
日
、
い
ず
れ
も
水
曜

日
の
午
前
１０
時
～
午
後
３
時

　
※
終
了
時
間
は
日
程
に
よ
り

異
な
り
ま
す
。

b
成
美
教
育
文
化
会
館

e
市
内
で
の
介
護
の
仕
事
に
興

味
の
あ
る
方
で
、
全
７
回
の
研

修
と
お
し
ご
と
相
談
会
に
参
加

で
き
る
方

f
先
着
３０
人

j
１
歳
以
上
の
未
就
学
児
の
保

育
あ
り（
定
員
５
人
）。
申
し
込

み
時
に
お
伝
え
く
だ
さ
い

k
１０
月
２
日
㈪
～
２６
日
㈭
に
、

株
式
会
社
ツ
ク
イ
ス
タ
ッ
フ
へ

電
話（
☎
０３
・
４
５
４
６
・
８

３
９
３
）、
o（
０３
・
６
７
７
２

・
７
０
５
２
）、
m（so-info@

tsukui-staff.net

）ま
た
は
申

し
込
み
フ
ォ
ー
ム
で

l
介
護
福
祉
課
地
域
ケ
ア
係
☎

０４２
・
４
７

０
・
７
７

７
７（
内

線
２
５
０

１
～
２
５
０
３
）

認
知
症
介
護
者
家
族
会 

　
認
知
症
の
方
を
介
護
す
る
ご

家
族
の
方
、
一
人
で
介
護
の
悩

み
を
か
か
え
て
い
ま
せ
ん
か
。

日
々
の
こ
と
や
心
配
ご
と
な
ど
、

気
軽
に
話
し
、
ほ
っ
と
で
き
る

場
所
と
し
て
開
催
し
て
い
ま
す
。

事
前
に
お
申
し
込
み
の
上
、
ご

参
加
く
だ
さ
い
。

a
１０
月
１７
日
㈫
午
後
１
時
１５
分

～
２
時
４５
分

b
東
部
地
域
セ
ン
タ
ー
会
議
室

２e
上
の
原
・
神
宝
町
・
金
山
町

・
氷
川
台
・
大
門
町
・
東
本
町

・
新
川
町
・
浅
間
町
・
小
山
に

お
住
ま
い
の
方

i
１０
月
は
東
部
地
域
包
括
支
援

セ
ン
タ
ー
主
催(

中
部
・
西
部

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
１１

月
に
開
催
し
ま
す)

k
l
東
部
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
☎
０４２
・
４
２
８
・
７
７
８

８
ま
た
は
☎
０４２
・
４
７
３
・
９

９
９
６
へ

東
久
留
米
市
地
域
自
立

支
援
協
議
会
研
修
会

a
１０
月
２６
日
㈭
午
前
１０
時
～
正

午b
市
民
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル（
市
役

所
１
階
）

c「
親
と
子
の
か
か
わ
り
を
考

え
る
―
性
教
育
の
視
点
か
ら

―
」、
日
常
的
な
家
庭
で
の
親

子
関
係
、
障
害
児
サ
ー
ビ
ス
と

家
庭
の
役
割
な
ど
を
性
教
育
の

視
点
か
ら
考
え
ま
す

e
市
内
の
障
害
児
者
保
護
者
、

施
設
職
員
お
よ
び
関
係
機
関
職

員
な
ど

d
斎
藤
利
之
氏

g
無
料

k
１０
月
１３
日
㈮
ま
で
に（
閉
庁

日
時
を
除
く
）、
直
接
障
害
福

祉
課
窓
口（
市
役
所
１
階
）で

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

４
７
、
o（
０４２
・
４
７
５
・
８

１
８
１
）

清
瀬
・
東
久
留
米
ホ
ス

ピ
ス
緩
和
ケ
ア
週
間
　

パ
ネ
ル
展
示

　
重
い
病
を
抱
え
る
方
や
そ
の

家
族
の
心
身
の
さ
ま
ざ
ま
な
つ

ら
さ
を
和
ら
げ
る
取
り
組
み

（
緩
和
ケ
ア
）に
つ
い
て
の
パ
ネ

ル
展
示
、
資
料
配
布
を
行
い
ま

す
。
清
瀬
・
東
久
留
米
ホ
ス
ピ

ス
緩
和
ケ
ア
週
間
n
で
も
動
画

や
資
料
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

a
１０
月
２
日
㈪
午
後
２
時
頃
～

１３
日
㈮
午
後
２
時
頃

b
市
役
所
１
階
屋
内
ひ
ろ
ば

（
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
裏
）

j
近
隣
緩
和
ケ
ア
病
棟
や
自
宅

で
受
け
ら
れ
る
緩
和
ケ
ア
、
患

者
カ
フ
ェ
、
Ａ
Ｃ
Ｐ（
人
生
会

議
）に
つ
い
て
の
資
料
な
ど
も

あ
り
ま
す

l
市
在
宅
療
養
相
談
窓
口
☎
０４２

・
４
２
０
・
５
５
２
１

清瀬・東久留米
ホスピス

緩和ケア週間n

申し込み
フォーム

　市では、高齢者のみまもりに関する事業を多数実施し、さまざまな視点から高齢者のみまもりに取り組んでいます。日常生活の中で、「いつもと違
う」「何かおかしい」と感じたら、担当の地域包括支援センターへご相談ください。
　各事業は下表の通り、対象となる方の要件などがありますので、詳細は担当までお問い合わせください。

高齢者のみまもりに関する支援をご案内します高齢者のみまもりに関する支援をご案内します

市n
（４月の１次申請案内）

市n
（認可保育施設空き状況）

新年度申請窓口
専用予約フォーム

　 ６年 ４月からの認可保育施設入所申し込みに必要な入園のしおりを配布、公開します。申
請方法などの詳細は、市nをご確認ください。
ab１０月２７日㈮から、子育て支援課（市役所 ２階）で配布（市nでも公開）
c受け入れ予定数については１１月 ６ 日㈪に子育て支援課窓口、市nで公開予定です。申請を
希望する方は、次のいずれかの方法で申し込んでください
　▼郵送▼子育て支援課設置ポスト▼マイナンバーカードを使用した電子申請（ぴったりサ
ービス）▼窓口（要事前予約）
※�「就労証明書」の取得に時間がかかる方は、早めに準備してください。「就労証明書」の様式
は、市nで公開しています（証明書の有効期限は作成日から ３カ月以内です）。
e新たに保育園などに入所を希望する方、 ６年度 ４月から転所を希望する方
i▼ ５年度の入所申請をしている方も、 ６年度 ４月からの入所を希望する場合は、必ず再度
申し込みをしてください▼m・oでの申し込みは受け付けていません
l同課保育・幼稚園係☎０４２・４７０・７７４５

表　高齢者のみまもりに関する事業一覧
事業名 対象者 内容 担当

みまもりネットワーク事業
おおむね６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢者の
み世帯で、介護保険など定期的な公的サービス未利
用の方

みまもり協力員が高齢者に声掛けや遠いみまもり（郵便
物の確認など）を行います。地域包括支援センターで相
談の上、個別に計画します。

東部地域包括支援センター
☎０４２・４７３・９９９６
または同本部☎０４２・４２８・７７８８
中部地域包括支援センター
☎０４２・４７０・８１８６
または同本部☎０４２・４５１・５１２１
西部地域包括支援センター
☎０４２・４７２・０６６１
介護福祉課地域ケア係
☎０４２・４７０・７７７７（内線２５０２）

配食サービス事業
おおむね６５歳以上のひとり暮らしまたは高齢者の
みの世帯で、日常生活（食の確保）に支障があり、定
期的な安否確認を要する方

バランスのとれた食事で健康保持を図り、定期的な触れ
合いで安否確認をします。最大週４食まで可能。申請に
基づき決定します。１食５００円。

あんしん生活調査
「７５歳以上のひとり暮らし」または「高齢者のみの世
帯（７５歳以上の方がおり、ほか全員が６５歳以上の
方である世帯）」

毎年、地域包括支援センター職員が担当地域を決めて直
接訪問し、高齢者の生活を支える基礎情報をお伺いしま
す。調査内容は、市および地域包括支援センターにて保
管します。

救急通報システム事業 ６５歳以上のひとり暮らしまたは病弱な高齢者のみ
の世帯で、心臓疾患などで常時注意を要する方など

直接消防署へ連絡できる機器を貸与します。NTTの電
話回線と協力員が２人必要（おおむね５００m以内に居住
している方）。所得により負担額が異なります。

福祉総務課高齢者福祉係
☎０４２・４７０・７７７７
（内線２５０８）

乳酸飲料配布事業
６５歳以上のひとり暮らしで、みまもりネットワー
ク事業や配食サービスを利用していない方（介護保
険サービスなどを未利用の方）

安否確認のため、乳酸菌飲料を週に４回配達します。緊
急連絡先として市内または近隣市に住む方２人の登録が
必要。無料。

友愛活動
（東久留米市シニアクラブ連合会）

シニアクラブ連合会に加入している老人クラブの活
動区域で、ひとり暮らしをしている高齢者の方や高
齢者世帯など

見守りなどが必要な方に対して、シニアクラブ連合会の
会員が、電話や声掛けで安否確認を行い、家庭訪問をし
て話し相手になることで孤立感を解消します。

ミニデイホーム・子育てサロン活動 主に日中に孤立しがちなひとり暮らし高齢者、障害
者、乳幼児を抱える親など

趣味・健康・交流活動などを通して顔の見える関係をつ
くります。月１～２回。

市社会福祉協議会
☎０４２・４７５・０７３９

保育施設入所の対象となる保護者
保護者の状況 入所申請・入所の条件

就労している 従事時間が週３日以上かつ１日当たり４時間以
上あること

出産前後である 出産予定月とその前後２カ月にあたっている

疾病・障害がある 医師の診断により「保育にあたることが困難で
ある」こと

看護・介護をしている 従事時間が週３日以上かつ１日当たり４時間以
上あること

災害復旧にあたっている 従事時間が週３日以上かつ１日当たり４時間以
上あること

求職活動を開始する 入所後３カ月の間に就労を開始すること

就学中 従事時間が週３日以上かつ１日当たり４時間以
上あること

令和６年４月（一次）入所申請スケジュール
日程 内容

１０月２７日㈮ ６年度「入園のしおり」配布、公開開始

１１月６日㈪ 郵送・ぴったりサービス・子育て支援課設置ポ
ストでの申請受け付け開始

１１月１３日㈪ 窓口申請の予約受け付け開始（予約は専用予約
フォームまたは電話で）

１１月２１日㈫ 窓口申請の予約受け付け終了
１１月２４日㈮～２８日㈫ 窓口申請の受け付け期間（要事前予約）
１２月６日㈬ ６年度４月（一次）申請受け付け終了

１２月２２日㈮ 「希望保育施設変更届」および「不足書類など」の
提出締め切り

６年２月上旬（予定） 利用調整結果通知の送付（一次）

６年度４月認可保育園などの「入園のしおり」配布
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高齢者・福祉



東
京
都
シ
ル
バ
ー
パ
ス

新
規（
１0
月
～
３
月
） 

購
入
手
続
き

　
都
営
交
通
・
都
内
民
営
バ
ス

な
ど
が
利
用
で
き
る「
東
京
都

シ
ル
バ
ー
パ
ス
」を
購
入
で
き

ま
す
。

有
効
期
限
６
年
９
月
３０
日
㈪

e
都
内
に
住
所
を
有
す
る
満
７０

歳
以
上
の
方

g
次
の
通
り

①
住
民
税
が
課
税
の
方
＝
２
万

５
１
０
円

②
住
民
税
が
非
課
税
の
方
＝
１

０
０
０
円

③
住
民
税
が
課
税
で
、
合
計
所

得
金
額
が
１
３
５
万
円
以
下
の

方
＝
１
０
０
０
円

必
要
書
類
本
人
確
認
書
類（
健

康
保
険
証
な
ど
）。
た
だ
し
、

前
記
費
用
の
②
・
③
に
該
当
す

る
方
は
次
の（
ア
）～（
ウ
）の
い

ず
れ
か
１
点
も
追
加
で
必
要
と

な
り
ま
す

（
ア
）「
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
兼
納
入
通
知
書
」の
所
得

段
階
区
分
欄
に「
第
一
段
階
～

第
六
段
階
」の
い
ず
れ
か
の
記

載
の
あ
る
も
の

（
イ
）住
民
税
課
税
証
明
書
ま
た

は
非
課
税
証
明
書

（
ウ
）生
活
保
護
受
給
証
明
書

i
▼（
ア
）は
再
発
行
で
き
ま
せ

ん
。
お
手
元
に
な
い
場
合
は

（
イ
）を
取
得
し
て
く
だ
さ
い
▼

（
ウ
）は
５
年
４
月
１
日
以
降
に

発
行
さ
れ
、
生
活
扶
助
受
給
が

確
認
で
き
る
も
の
に
限
り
ま
す

k
最
寄
り
の
バ
ス
営
業
所
・
都

営
地
下
鉄
定
期
券
販
売
所
な
ど

の
シ
ル
バ
ー
パ
ス
発
行
窓
口
で

l
東
京
バ
ス
協
会
シ
ル
バ
ー
パ

ス
専
用
電
話
☎
０３
・
５
３
０
８

・
６
９
５
０（
平
日
午
前
９
時

～
午
後
５
時
）

住
環
境

１0
月
９
日
月・祝
の 

ご
み
収
集

　
１０
月
９
日
は
祝
日
で
す
が
、

平
日
と
同
様
に
収
集
し
ま
す
。

　
ご
み
と
資
源
物
は
、
決
め
ら

れ
た
収
集
日
の
当
日
、
午
前
８

時
半
ま
で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

小
型
廃
家
電
類
を
除
く
全
品
目

が
戸
別
収
集
で
す
。

　
ご
み
収
集
日
や
分
別
な
ど
の

ご
み
出
し
ル
ー
ル
は
市
n
で
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

l
ご
み
対
策
課
☎
０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
７（
粗
大
ご
み
の
申

し
込
み
は
☎

０４２
・
４
７
３

・
２
１
１
８

ま
た
は
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
）

消
防
団
員
募
集

　
消
防
団
員
は
、
仕
事
を
持
ち

な
が
ら「
わ
が
街
を
災
害
か
ら

守
る
」と
い
う
使
命
感
の
も
と
、

地
域
の
防
災
リ
ー
ダ
ー
と
し
て

幅
広
い
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

「
大
切
な
人
、
大
切
な
自
分
の

街
を
守
り
た
い
」そ
ん
な
気
持

ち
を
お
持
ち
の
方
、
地
域
に
密

着
し
た
消
防
団
に
入
団
し
ま
せ

ん
か
。

入
団
資
格
市
内
在
住
・
在
勤
の

１８
歳
以
上
で
、
志
の
あ
る
身
体

強
健
な
方

消
防
団
の
身
分
・
処
遇
消
防
団

員
は
特
別
職
の
地
方
公
務
員
で

す
▼
報
酬
や
手
当
な
ど
は
市
の

規
定
に
よ
り
支
給
さ
れ
ま
す
▼

消
防
団
活
動
に
よ
り
負
傷
し
た

場
合
は
補
償
制
度
が
あ
り
ま
す

▼
消
防
団
活
動
に
必
要
な
被
服

は
貸
与
さ
れ
ま
す
▼
職
務
に
あ

た
っ
て
功
労
・
功
績
が
あ
っ
た

場
合
は
表
彰
さ
れ
ま
す

i
防
災
防
犯
課
消
防
担
当
か
ら

居
住
地
ま
た
は
勤
務
地
を
担
当

す
る
区
域
の
分
団
長
に
連
絡
し
、

ご
本
人
と
分
団
長
が
面
談
の
上
、

分
団
長
の
推
薦
の
も
と
、
消
防

団
長
が
任
命
し
ま
す
。
団
員
の

配
置
定
数
が
あ
り
ま
す
の
で
、

分
団
に
よ
っ
て
は
入
団
が
で
き

な
い
場
合
が
あ
り
ま
す

k
l
防
災
防
犯
課
消
防
担
当
☎

０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
９

油・断・快
適
！
下
水
道

～
下
水
道
に
油
を
流
さ
な
い
で

！
～

　
キ
ッ
チ
ン
か
ら
流
れ
た
油
は
、

下
水
道
管
の
つ
ま
り
や
悪
臭
の

原
因
と
な
り
ま
す
。
鍋
や
食
器

に
付
い
た
油
汚
れ
は
、
洗
う
前

に
ふ
き
取
り
ま
し
ょ
う
。
こ
の

行
動
が
川
や
海
の
良
好
な
水
環

境
に
つ
な
が
り
ま
す
。

l
市
施
設
建
設
課
下
水
道
計
画

担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
５

８
、
都
下
水
道
局
流
域
下
水
道

本
部
☎
０４２
・
５
２
７
・
４
８
２

８
大
雨
や
台
風
へ
の
備
え
を

　
日
本
で
は
毎
年
の
よ
う
に
大

雨
や
台
風
な
ど
の
風
水
害
に
見

舞
わ
れ
て
い
ま
す
。
い
ざ
と
い

う
時
に
正
し
い
対
応
が
で
き
る

よ
う
、
知
識
や
対
策
を
身
に
つ

け
備
え
ま
し
ょ
う
。

家
の
周
り
の
確
認
を
▼
側
溝
や

雨
水
ま
す
の
ご
み
や
土
砂
を
取

り
除
き
、
雨
水
を
排
水
で
き
る

よ
う
に
す
る
▼
風
で
飛
び
や
す

い
物
は
屋
内
に
入
れ
る

東
京
マ
イ
・
タ
イ
ム
ラ
イ
ン
風

水
害
へ
の
備
え
や
災
害
が
発
生

し
た
と
き
に
と
る
べ
き
行
動
を
、

家
族
構
成
や
地
域
の
特
性
に
合

わ
せ
て
あ
ら
か
じ
め
時
系
列
で

決
め
て
お
く
冊
子
で
す
。
同
冊

子
は
消
防
署
や
防
災
防
犯
課

（
市
役
所
２
階
）で
配
布
し
て
い

ま
す
。
い
ざ
と
い
う
時
の
備
え

と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い

l
東
久
留
米
消
防
署
防
災
安
全

係
☎
０４２
・
４
７
１
・
０
１
１
９

第
２８
回
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ 

バ
ル
実
行
委
員
募
集

　
６
年
６
月
の
環
境
月
間
に
、

市
内
最
大
規
模
の
環
境
イ
ベ
ン

ト
と
し
て
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
を
開
催
し
ま
す
。
企
画
内
容

の
検
討
や
運
営
な
ど
、
中
心
的

な
役
割
を
担
う
実
行
委
員
会
の

委
員
を
募
集
し
ま
す
。
企
画
運

営
や
ポ
ス
タ
ー
な
ど
の
イ
ラ
ス

ト
作
成
に
携
わ
っ
た
経
験
の
あ

る
方
、
若
い
方
な
ど
か
ら
の
応

募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

会
議
開
催
日
時
１１
月
～
６
年
７

月
ま
で
の
毎
月
第
３
火
曜
日

（
６
月
を
除
く
）午
後
６
時
か
ら

２
時
間
程
度

報
酬
な
し

k
１０
月
２０
日
㈮
ま
で
に（
必
着
）、

「
環
境
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行

委
員
応
募
」と
明
記
し
て
、
住

所
・
氏
名（
ふ
り
が
な
）・
所
属

団
体
名（
所
属
し
て
い
る
方
）・

電
話
番
号
・
m
ア
ド
レ
ス（
お

持
ち
の
方
）を
記
入
の
上
、
〒

２０３

−

８
５
５
５
、
市
役
所
環
境

政
策
課
宛
て
郵
送
、
o（
０４２
・

４
７
０
・
７
８
０
９
）、
m（ka

nkyoseisaku@
city.higas 

hikurum
e.lg.jp

）ま
た
は
同

課（
市
役
所
５
階
）へ
直
接
持
参

を
　
※
応
募
の
結
果
は
、
１１
月
の

第
２
週
目
ま
で
に
第
１
回
実
行

委
員
会
の
開
催
通
知
と
合
わ
せ

て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

◎
第
１
回
実
行
委
員
会

a
１１
月
２１
日
㈫
午
後
６
時
か
ら

b
市
役
所
７
階
７
０
１
会
議
室

（
予
定
）

l
同
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

５
３

防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

団
体
・
わ
ん
わ
ん 

パ
ト
ロ
ー
ル
隊
員
募
集

　
市
で
は
、
安
全
で
安
心
し
て

暮
ら
す
こ
と
の
で
き
る
住
み
よ

い
ま
ち
づ
く
り
を
目
的
に
、「
自

分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で

守
ろ
う
」と
考
え
て
い
る
団
体

・
事
業
者
や
、
愛
犬
の
散
歩
を

し
な
が
ら
地
域
や
子
ど
も
の
安

全
を
見
守
り
、
不
審
者
を
チ
ェ

ッ
ク
す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
随

時
募
集
・
登
録
し
て
い
ま
す
。

j
登
録
し
て
い
た
だ
い
た
方
や

団
体
に
、
防
犯
用
品
を
配
付
・

貸
与
し
て
い
ま
す
▼
配
付
品
＝

防
犯
ス
テ
ッ
カ
ー（
大
・
小
２

種
）▼
貸
与
品
＝
腕
章
、
合
図

灯
、
防
犯
パ
ト
ロ
ー
ル
ベ
ス
ト
、

防
犯
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
は

「
自
動
車
用
マ
グ
ネ
ッ
ト
シ
ー

ト
」、
わ
ん
わ
ん
パ
ト
ロ
ー
ル

隊
は「
わ
ん
パ
ト
バ
ン
ダ
ナ
」

「
わ
ん
パ
ト
リ
ー
ド
標
」「
わ
ん

わ
ん
バ
ッ
ク
」な
ど

l
防
災
防
犯
課
防
災
防
犯
担
当

☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
９

「
安
全
・
安
心
ま
ち
づ

く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

市
民
の
つ
ど
い
」開
催

　
１０
月
１１
日
㈬
か
ら
１０
日
間
実

施
さ
れ
る「
全
国
地
域
安
全
運

動
」の
一
環
と
し
て
開
催
し
ま

す
。

　
こ
の
運
動
は
、「
特
殊
詐
欺
」

や
住
宅
地
で
頻
発
す
る「
侵
入

盗
」な
ど
、
市
民
の
身
近
で
発

生
し
て
い
る
各
種
犯
罪
の
被
害

防
止
を
重
点
と
し
て「
守
ろ
う

よ　

私
の
好
き
な　

街
だ
か

ら
」を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、

安
全
で
安
心
な
街
づ
く
り
を
目

的
と
し
て
行
う
も
の
で
す
。

a
１０
月
５
日
㈭
午
後
１
時
か
ら

（
正
午
開
場
）

b
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
ホ
ー
ル

c「
安
全
・
安
心
街
づ
く
り
」市

民
宣
言
、
防
犯
講
演
、
参
加
者

全
員
に
よ
る
大
抽
選
会
な
ど

f
先
着
５
０
０
人

j
防
犯
協
会
、
田
無
警
察
署
主

催k
当
日
会
場
で

l
田
無
警
察
署
生
活
安
全
課
☎

０４２
・
４
６
７
・
０
１
１
０

お
知
ら
せ

５
年
度
表
彰 

功
労
者
を
表
彰
し
ま
す

　
市
で
は
、
市
の
公
益
の
増
進

に
寄
与
し
、
市
民
の
生
活
と
文

化
の
向
上
に
特
に
功
労
の
あ
っ

た
方
を
表
彰
し
ま
す
。
表
彰
さ

れ
る
方
は
次
の
通
り
で
す（
敬

称
略
・
順
不
同
）。

表
彰
状
▼
産
業
功
労
者
＝
五
十

嵐
純
一
、
粕
谷
基
、
大
島
昇
▼

技
能
功
労
者
＝
村
山
三
郎
▼
保

健
衛
生
功
労
者
＝
阿
部
頼
子
、

植
松
弘
美
、
神
谷
貴
充
▼
社
会

福
祉
功
労
者
＝
沢
田
早
苗
▼
防

災
功
労
者
＝
岩
﨑
裕
彦
、
工
藤

征
暢
、
島
﨑
義
治
、
田
中
広
樹

▼
行
政
功
労
者
＝
古
井
祐
司
、

浦
崎
友
恵
、
佐
藤
佳
弘
▼
住
民

自
治
功
労
者
＝
早
川
重
義
、
山

口
秀
法
▼
納
税
功
労
者
＝
小
沢

文
世
、
三
富
四
郎
▼
環
境
功
労

者
＝
駒
田
智
久
▼
公
益
の
増
進

に
関
す
る
功
労
者
＝
佐
藤
芳
一

▼
市
民
体
育
功
労
者
＝
横
山
健

二
、
保
坂
聡
▼
文
化
功
労
団
体

＝
東
久
留
米
交
響
楽
団
、
絵
て

が
み
連
盟
▼
特
別
栄
誉
ス
ポ
ー

ツ
功
労
者
及
び
団
体
＝
一
戸
彩

音
、
東
久
留
米
市
立
西
中
学
校

女
子
ハ
ン
ド
ボ
ー
ル
部

l
秘
書
広
報
課
秘
書
係
☎
０４２
・

４
７
０
・
７
７
１
２

「
用
途
地
域
等
の
変
更
案
」 

お
よ
び「
生
産
緑
地
地
区

の
変
更
案
」の
縦
覧

　
「
東
村
山
都
市
計
画
用
途
地

域
・
高
度
地
区
・
防
火
地
域
及

び
準
防
火
地
域
・
特
別
工
業
地

区
の
変
更（
東
久
留
米
市
決
定
）

案
」お
よ
び「
東
村
山
都
市
計
画

生
産
緑
地
地
区
の
変
更（
東
久

留
米
市
決
定
）案
」を
取
り
ま
と

め
ま
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

第
１７
条
の
規
定
に
基
づ
き
縦
覧

を
行
い
ま
す
。
な
お
、
同
法
の

規
定
に
基
づ
き
、
市
長
に
対
し

意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

縦
覧
期
間
１０
月
６
日
㈮
～
２０
日

㈮（
閉
庁
日
時
を
除
く
）

縦
覧
場
所
都
市
計
画
課（
市
役

所
５
階
）

e
市
内
在
住
の
方
お
よ
び
利
害

関
係
の
あ
る
方

意
見
書
の
提
出
方
法
縦
覧
期
間

中
に（
必
着
）、
〒
２０３

−

８
５
５

５
、
市
役
所
都
市
計
画
課
宛
て

郵
送
、
m（toshikeikaku@

city.higashikurum
e.lg. 

jp

）、
o（
０４２
・
４
７
０
・
７
８

０
９
）ま
た
は
直
接
同
課
へ
提

出
を

l
▼「
用
途
地
域
等
の
変
更
案
」

に
つ
い
て
＝
同
課
土
地
利
用
計

画
担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

８
２
▼「
生
産
緑
地
地
区
の
変

更
案
」に
つ
い
て
＝
同
課
計
画

調
整
担
当
☎
０４２
・
４
７
０
・
７

７
６
２解

体
・
改
修
等
行
う
施

工
業
者
の
皆
さ
ん
へ

　
ア
ス
ベ
ス
ト
の
事
前
調
査
に

は
資
格
が
必
要
で
す
。
大
気
汚

染
防
止
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
に
よ
り
、
１０
月
１
日
よ
り

解
体
工
事
等
を
行
う
際
に
は
、

石
綿
の
有
無
に
つ
い
て
の
事
前

調
査
を「
必
要
な
知
識
を
有
す

る
資
格
者
」に
行
わ
せ
る
義
務

が
生
じ
ま
す
。

◎
必
要
な
資
格

▼
特
定
建
築
物
石
綿
含
有
建
材

調
査
者（
特
定
調
査
者
）▼
一
般

建
築
物
石
綿
含
有
建
材
調
査
者

（
一
般
調
査
者
）▼
一
戸
建
て
等

石
綿
含
有
建
材
調
査
者（
一
戸

建
て
調
査
者
）▼
９
月
３０
日
以

前
に（
一
般
社
団
法
人
）日
本
ア

ス
ベ
ス
ト
調
査
診
断
協
会
に
登

録
さ
れ
て
い
る
者

j
石
綿
の
有
無
に
つ
い
て
分
析

調
査
を
す
る
場
合
、
調
査
の
結

果
、
石
綿
含
有
建
材
の
使
用
が

確
認
さ
れ
た
場
合
の
除
去
工
事

等
の
費
用
の
目
安
に
つ
い
て
は
、

市
n
を
ご
覧
く
だ
さ
い

l
環
境
政
策

課
生
活
環
境

係
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７

５
３駅

西
口
の
Ｗ
ｉ

−

Ｆ
ｉ

サ
ー
ビ
ス
を
再
開
し
ま
す

　
東
久
留
米
駅
西
口
周
辺
の
Ｗ

ｉ

−

Ｆ
ｉ
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て

は
、
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
設
備
の

一
時
撤
去
に
伴
い
提
供
を
休
止

し
て
い
ま
し
た
が
、
同
サ
ー
ビ

ス
の
提
供
を
再
開
し
ま
す
。

サ
ー
ビ
ス
再
開
日
１０
月
１
日
㈰

l
産
業
政
策
課
☎
０４２
・
４
７
０

・
７
７
４
３

（
６
面
へ
続
く
） 市n

市n
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（
５
面
か
ら
続
く
）

く
る
く
る
商
店
め
ぐ
り

　
地
域
に
根
差
し
た
小
規
模
店

は「
入
る
の
に
敷
居
が
高
そ
う
」

「
ど
ん
な
も
の
が
売
ら
れ
て
い

る
の
か
分
か
ら
な
い
」だ
け
ど
、

気
に
な
る
！ 
そ
ん
な
方
は
ぜ

ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

a
１０
月
２６
日
㈭
～
２８
日
㈯
、
い

ず
れ
も
午
前
１０
時
～
午
後
０
時

半（
雨
天
時
中
止
。
中
止
の
場

合
は
前
日
に
東
久
留
米
市
商
工

会
か
ら
連
絡
し
ま
す
）

b
東
久
留
米
駅
西
口
階
段
付
近

集
合

c
地
域
の
小
規
模
店
を
め
ぐ
り
、

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
魅
力
を
体

験
し
ま
す（
お
土
産
あ
り
）。
ま

た
、
店
舗
を
め
ぐ
る
移
動
中
、

駅
周
辺
の
歴
史
に
関
す
る
豆
知

識
も
学
べ
ま
す
。

f
各
日
先
着
５
人

d
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
ｔ
ｎ
ｃ
中
小
企

業
支
援
セ
ン
タ
ー

g
無
料

j
▼
参
加
さ
れ
る
方
は
ぜ
ひ
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
同
イ
ベ
ン
ト
の
紹
介

を
お
願
い
し
ま
す
▼
詳
細
は
市

n
を
ご
覧
く
だ
さ
い

k
１０
月
２
日
㈪
午
前
９
時
か
ら

電
話
で
同
商
工
会
へ

l
同
商
工
会
・
千
葉
☎
０４２
・
４

７
１
・
７
５

７
７（
午
前

９
時
～
午
後

５
時
半
）

職
員
募
集

学
童
保
育
所 

会
計
年
度
任
用
職
員

①
児
童
厚
生
指
導
員（
会
計
年

度
任
用
職
員
・
専
門
職〈
育
休

代
替
職
員
含
む
〉）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

１
２
４
時
間
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
７
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
な
ど

応
募
資
格
保
育
士
、
社
会
福
祉

士
、
学
校
教
員
免
許
法
第
４
条

に
規
定
す
る
免
許
の
い
ず
れ
か

の
有
資
格
者
、
ま
た
は
放
課
後

児
童
支
援
員
認
定
資
格
研
修
を

修
了
し
た
者
も
し
く
は
受
講
資

格
を
持
つ
者

報
酬
月
額
２１
万
２
８
８
０
円

応
募
書
類
▼
市
販
履
歴
書（
写

真
貼
付
）▼
資
格
証
明
書
の
写

し
▼「
児
童
厚
生
指
導
員
と
し

て
仕
事
を
す
る
上
で
大
切
に
し

た
い
こ
と
」に
つ
い
て
考
え
や

意
見
を
原
稿
用
紙
で
８
０
０
字

以
内
に
ま
と
め
た
小
論
文

募
集
人
数
若
干
名（
育
休
代
替

職
員
は
１
人
）

②
児
童
厚
生
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
・
ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）

勤
務
時
間
月
曜
～
土
曜
日
、
月

７５
時
間
程
度
、
午
前
８
時
１５
分

～
午
後
６
時
の
間
で
４
～
７
時

間
の
シ
フ
ト
勤
務（
変
則
勤
務

あ
り
）

勤
務
内
容
学
童
保
育
所
に
お
け

る
児
童
の
育
成
支
援
の
補
助
な

ど報
酬
時
給
１
１
３
３
円

応
募
書
類
市
販
履
歴
書（
写
真

貼
付
）

募
集
人
数
若
干
名

《
共
通
事
項
》

任
用
期
間
１１
月
１
日
～
６
年
３

月
３１
日（
６
年
３
月
３１
日
以
降

は
条
件
付
き
で
再
度
任
用
の
場

合
あ
り)

　
※
育
休
代
替
職
員
は
５
年
１１

月
３０
日
ま
で
で
、
再
度
任
用
は

あ
り
ま
せ
ん
。

i
提
出
さ
れ
た
履
歴
書
な
ど
は

返
却
し
ま
せ
ん

j
▼
祝
日
お
よ
び
年
末
年
始

（
１２
月
２９
日
～
１
月
３
日
）は
勤

務
日
に
含
め
ま
せ
ん
。
交
通
費

相
当
額
と
期
末
手
当
の
支
給
は
、

別
途
市
の
規
定
に
よ
り
支
給
し

ま
す
▼
①
に
つ
い
て
は
社
会
保

険
の
加
入
あ
り
、
ま
た
、
育
休

代
替
職
員
を
希
望
す
る
場
合
は
、

そ
の
旨
を
履
歴
書
に
記
載
を

k
１０
月
１２
日
㈭
ま
で
に（
閉
庁

日
時
を
除
く
）、
応
募
書
類
を

直
接
児
童
青
少
年
課
児
童
青
少

年
係（
市
役
所
２
階
）へ
持
参
を
。

書
類
選
考
後
、
面
接
の
上
決
定

◎
募
集
説
明
会

a
１０
月
６
日
㈮
午
前
１１
時
か
ら

（
３０
分
～
１
時
間
程
度
）

b
市
役
所
２
階
２
０
４
会
議
室

c
学
童
保
育
所
に
つ
い
て
、
児

童
厚
生
指
導
員（
会
計
年
度
任

用
職
員
専
門
職
）お
よ
び
児
童

厚
生
員（
会
計
年
度
任
用
職
員

ア
シ
ス
タ
ン
ト
職
）の
仕
事
の

内
容
、
応
募
資
格
、
現
在
の
募

集
状
況
な
ど
に
つ
い
て

e
児
童
厚
生
指
導
員
お
よ
び
児

童
厚
生
員
の
仕
事
に
興
味
の
あ

る
方

k
当
日
会
場
で

l
同
係
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７

３
５

官
公
署

　
な
ど

都
の
最
低
賃
金
改
正

　
東
京
都
の
最
低
賃
金
は
、
１０

月
１
日
か
ら
時
間
額
１
１
１
３

円
に
改
正
さ
れ
ま
す
。

   

※
都
内
で
働
く
全
て
の
労
働

者
に
適
用
さ
れ
ま
す
。

l
東
京
労
働
局
労
働
基
準
部
賃

金
課
☎
０３
・
３
５
１
２
・
１
６

１
４
、
ま
た
は
東
京
働
き
方
改

革
推
進
支
援
セ
ン
タ
ー
☎
０
１

２
０
・
２
３
２
・
８
６
５

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら

の
お
知
ら
せ

◎
ミ
ニ
デ
イ
ホ
ー
ム
・
サ
ロ
ン

見
学
＆
体
験
会

　
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
運
営
す
る

支
え
合
い
の
居
場
所
で
の
見
学

＆
体
験
会
で
す
。

a
１１
月
１
日
㈬
～
１２
月
２８
日
㈭

の
う
ち
半
日
程
度
。
日
時
は
各

団
体
に
よ
る

b
市
内
、
ミ
ニ
デ
イ
ホ
ー
ム
・

子
育
て
サ
ロ
ン
・
み
ん
な
の
サ

ロ
ン
活
動
場
所

c
団
体
の
見
学
・
参
加
ま
た
は

運
営
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

e
市
民
の
方

g
食
費
・
材
料
費
な
ど
の
実
費

（
２
０
０
円
か
ら〈
各
団
体
に
よ

る
〉）

j
詳
し
く
は
市
社
会
福
祉
協
議

会
n
を
ご
確
認
く
だ
さ
い

k
１０
月
２
日
㈪
～
１２
月
１５
日
㈮

に
、
市
社
会
福
祉
協
議
会
に
電

話
、
o
ま
た
は
m
で
送
信
を

l
同
協
議
会

☎
０４２
・
４
７

５
・
０
７
３

９
、
o（
０４２・

４
７
６
・４

５
４
５
）、
m(volunteer@

higashikurum
e-shakyo.

or.jp)

会 員 募 集
◆東久留米スポーツウエルネス吹矢協会＝a
月 4 回。金曜日午前 ９ 時〜１１時bスポーツセ
ンターg入会金１,０００円、会費 １ 回２００円jス
ポーツウエルネス吹矢の呼吸法で健康と集中
力を学習できますl土屋☎０９０・３３１4・０９０２
◆太極拳（わかばの会）＝a月 ３ 回。月曜日午
前１０時〜正午b西部地域センター他g入会金
５００円、会費月１,５００円j太極拳のゆったりと
気持ちの良い動きで、転倒予防と免疫力アッ
プをl塩澤☎０4２・4７２・９６８８
◆自然環境（東久留米自然ふれあいボランテ
ィア）＝a月 4 回。第 ２ ・第 4 ・第 ５ 土曜日
および土曜日に活動がない金曜日午前 ９ 時〜
午後 ３ 時b市内の緑地保全地域などの雑木林
g会費 １ 回１,０００円jどなたでも参加できま

す。詳しくはくるくるチャンネルをl豊福☎
０4２・4７５・７６4３
◆音楽（男声合唱団ダンディーズ）＝a毎週土
曜日午後 １ 時〜 ３ 時半b東部地域センター他
g会費月4,０００円j３０周年記念第１３回演奏会

（ ６ 年 ６ 月２２日開催）で「柳河風俗詩」を一緒に
歌いませんかl酒井☎０９０・６７１８・０７１８

催 し
◆写団東久留米写真展2023（写団東久留米）＝
a１１月 １ 日㈬〜 ５ 日㈰午前１０時〜午後 ５ 時

（初日は正午から、最終日は午後 ３ 時まで）b
スペース１０５（市役所向かい）j風景、スナッ
プ、人物等の写真l高橋☎０９０・３０4０・５１９５
◆ジョン・チャヌ愛のコンサート（ヴァイオ
リン）（東久留米愛のコンサート実行委員会）
＝a１０月２１日㈯午後 ２ 時開演（午後 １ 時半開
場）b成美教育文化会館g３,０００円（学生１,０００
円）j車椅子席あります。ご連絡下さい。未
就学のお子様はご遠慮下さいl白沢☎０９０・

２６4７・３１２１
◆第2９回東久留米市文化協会茶道会錦秋の茶
会（東久留米市文化協会茶道会）＝a１１月２６日
㈰午前の部は午前１０時から、午後の部は正午
〜午後 １ 時受け付けb浄牧院g入場料３,０００
円jだれもが「お茶の文化」を楽しめるひとと
き。要予約、当日券は無しl阿部☎０4２・4７７
・０２３７
◆相続・空き家・遺言の相談会（NPO法人ブ
ループレートプロジェクト）＝a１０月１4日㈯
〜１１月３０日㈭の毎日午前 ９ 時〜午後 ６ 時まで
b生涯学習センター他j完全事前予約制。初
回５０分。まずはご相談下さいl工藤☎０９０・
９１０６・７６4７
◆多胎児家庭（パパ・ママ・プレパパ・プレ
ママ）の交流会（東久留米双子・三つ子の会「く
るめツインズ」）＝a月 １ 〜 ２ 回。水曜日午前
１０時〜正午b生涯学習センター他g５００円j
多胎児家庭の交流会。情報交換しながらお話
ししましょうl高田☎０９０・4００７・９２６５

市n

同協議会n

市 民 伝 言 板

　
令
和
５
年
第
３
回
市
議
会
定
例
会
に
お
い
て
、
担
当
部
が
、
富
士
見
テ
ラ
ス

部
も
含
め
た
昇
降
施
設
の
現
行
法
適
合
に
向
け
て
方
策
等
を
検
討
し
、
取
り
ま

と
め
た
こ
と
に
関
し
て
行
政
報
告
を
行
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
皆
さ
ま

に
お
知
ら
せ
い
た
し
ま
す
。

東
久
留
米
駅
西
口
昇
降
施
設
に
つ
い
て

　
東
久
留
米
駅
西
口
昇
降
施
設
の
現
行

法
適
合
に
向
け
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
施

設
の
大
規
模
改
造
工
事
、
い
わ
ゆ
る
改

修
の
中
で
、
建
築
基
準
法
適
合
の
ほ
か
、

施
設
が
道
路
内
の
建
築
物
で
あ
る
こ
と

に
つ
い
て
道
路
区
域
と
都
市
計
画
道
路

区
域
と
の
整
合
を
図
る
べ
く
、
東
京
都

か
ら
の
意
見
等
も
踏
ま
え
調
整
等
を
進

め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
結
果
、
現
状
施
設
の
改
修
を
行
う
に

は
、
当
該
施
設
敷
地
を
道
路
区
域
と
都

市
計
画
道
路
区
域
か
ら
除
外
す
る
こ
と

は
必
須
で
あ
り
、
特
に
、
都
市
計
画
道

路
区
域
に
つ
い
て
は
、
当
該
減
少
面
積

分
を
駅
前
広
場
に
隣
接
す
る
敷
地
か
ら

新
た
に
確
保
す
る
必
要
が
生
じ
る
な
ど
、

駅
前
広
場
全
体
の
都
市
計
画
を
変
更
す

る
こ
と
と
な
り
、
改
修
に
よ
る
現
行
法

適
合
は
大
変
難
し
い
状
況
で
あ
り
ま
す
。

　
こ
う
し
た
状
況
に
お
い
て
、
様
々
な

検
討
を
重
ね
た
結
果
、
都
市
計
画
施
設

と
し
て
の
決
定
や
、
道
路
内
の
建
築
物

と
し
て
特
定
行
政
庁
の
許
可
を
取
得
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
富
士
見
テ
ラ

ス
機
能
の
再
建
も
含
め
た
昇
降
施
設
の

現
行
法
適
合
と
併
せ
て
、
課
題
で
あ
る

道
路
区
域
と
都
市
計
画
道
路
区
域
の
整

合
性
を
図
る
に
は
、
市
道
２
５
１
４
号

線
の
上
空
を
通
過
し
、
駅
前
広
場
歩
道

部
へ
連
絡
す
る
歩
行
者
専
用
道
と
し
て

昇
降
施
設
を
改
築
す
る
こ
と
で
、
可
能

と
考
え
ま
す
。

　
な
お
、
当
該
施
設
を
都
市
計
画
施
設

と
し
て
改
築
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定

財
源
と
し
て
国
や
東
京
都
の
交
付
金
等

の
活
用
が
で
き
る
よ
う
努
め
て
ま
い
り

ま
す
。

　
改
築
に
よ
り
、
駅
前
広
場
を
利
用
さ

れ
る
方
々
の
安
全
性
の
確
保
や
利
便
性

の
向
上
も
期
待
さ
れ
ま
す
が
、
東
京
都

や
特
定
行
政
庁
、
交
通
管
理
者
、
鉄
道

事
業
者
の
ほ
か
、
隣
接
す
る
地
権
者
の

方
々
や
関
係
機
関
等
と
の
協
議
が
必
要

に
な
り
ま
す
。

　
今
後
は
、
昇
降
施
設
の
現
行
法
適
合

に
向
け
た
取
組
み
と
し
て
、
関
係
者
へ

の
説
明
等
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。

l
▼
改
築
の
方
針
に
つ
い
て
＝
都
市
計

画
課
☎
０４２
・
４
７
０
・
７
７
６
２
▼
施

設
管
理
に
つ
い
て
＝
管
理
課
☎
０４２
・
４

７
０
・
７
７
６
４

市道
2514号線
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